
令和 3 年 8 月 12 日 

 

令和３年度エネルギー管理講習「新規講習」の実施について 

 

一部の地域では「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」が発令中ですが、令和 3

年度エネルギー管理講習「新規講習」については、新型コロナウイルス感染症の対策防止対

策を徹底の上、予定どおり実施いたします。 

受講者の皆様には、「令和 3年度エネルギー管理講習「新規講習」申込案内書の 7ページ

「新型コロナウイルス感染症に関する留意事項」をご確認いただくとともに、ご自身の感染

予防と体調管理に努めてください(講習当日は、受付時に職員が非接触体温計等で受講者全

員の体温を計測します。その際は、37.5℃以上の熱がある受講者は感染拡大防止の観点から

入場できません)。 

なお、欠席者向けの再講習、受講料の返還は行いません。 

 

 

※講習実施に関する最新情報は、当センターホームページの「講習部からのお知らせ」に随

時掲載いたしますので、必ず最新情報をご確認ください。 

https://www.eccj.or.jp/mgr1/lctr-t/lctr-t_r03.pdf
https://www.eccj.or.jp/cgi-bin/mgr1_bbs_lctr/index.php

